
乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）の認可及び 

乳児等支援給付費の支給に係る確認について 

 

１．こども誰でも通園制度における「認可」と「確認」の関係について 

 本市から乳児等通園支援事業の「認可」を受けた施設が、運営費に係る給付（財政措置）の対象となる

ためには、本市の「確認」が必要となる。 

 

２．認可・確認施設 

≪認可・確認を行う施設≫ 

施設名① 北斗認定こども園 施設名② アリス認定こども園 

所在地 新富１丁目１－41 所在地 勇舞１丁目１－１ 

実施方法 余裕活用型 実施方法 余裕活用型 

利用方法 定期利用 利用方法 定期・柔軟利用 

提供日 月・水・木 提供日 火～木 

利用定員 ０～２歳児１名 利用定員 ０～２歳児１名 

施設名③ あんじゅ認定こども園 
  

所在地 春日町５丁目１－10   

実施方法 余裕活用型   

利用方法 定期利用   

提供日 火～木   

利用定員 ０～２歳児１名   

「認可」

乳児等通園支援事業を行う上で、市町村が定め

る設備・運営（職員配置等）の基準を満たして

いるか審査する。

≪関係法令≫

千歳市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関

する基準を定める条例

※国が定める基準を踏まえ市町村が条例を制定

≪意見聴取を行う根拠≫

児童福祉法第34条の15第４項

千歳市乳児等通園支援事業認可等要綱第５条

「確認」

事業の「認可」を受けた事業者が、運営費に

対する乳児等支援給付費の給費（財政支援）

を受けるため、利用定員等の運営上の基準を

満たしているか「確認」する。

≪関係法令≫

特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準

（内閣府令）

※令和８年度末までは、内閣府令を市条例と

見なせる経過措置あり

≪意見聴取を行う根拠≫

子ども・子育て支援法第54条の２第３項

給付制度による

乳児等通園支援の提供
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≪確認のみを行う施設≫ 

施設名① 認定こども園向陽台 施設名② こだま保育園 

所在地 若草５丁目２－２ 所在地 花園５丁目７－13 

実施方法 一般型（専用室独立実施型） 実施方法 余裕活用型 

利用方法 定期・柔軟利用 利用方法 定期・柔軟利用 

提供日 火～木 提供日 月～金 

利用定員 ０歳児２名、１歳児２名、２歳児２名 利用定員 ０歳児２名 

認可年月日 令和７年８月１日 認可年月日 令和７年８月１日 

施設名③ 認定こども園千歳春日保育園 施設名④ 
認定こども園北陽幼稚園・第２北陽

保育園 

所在地 春日町２丁目１－９ 所在地 北陽８丁目２－８ 

実施方法 余裕活用型※ 実施方法 一般型（専用室独立実施型） 

利用方法 定期利用 利用方法 定期・柔軟利用 

提供日 火～木 提供日 月・火・木・金 

利用定員 １歳児２名 利用定員 ０歳児３名、１歳児３名、２歳児２名 

認可年月日 令和７年 10 月１日 認可年月日 令和７年 10 月１日 

※施設③は、実施方法を「一般型（専用室独立実施型）」から「余裕活用型」に変更（R8.4.1～） 

 

≪実施上の共通事項≫ 

 利 用 料：こども１人につき１時間当たり 300 円（世帯の収入状況等により減免規定あり） 

 利用時間：こども１人につき月 10 時間まで 

 利用定員：１時間当たりの利用定員 

 

３．認可・確認年月日 

 令和８年４月１日 


